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規    則 
 

なは市民活動支援センター規則（まちづくり協働推進課） 
那覇市規則第46号  

平成26年９月30日  

                            公   布   済 

 

なは市民活動支援センター規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  
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なは産業支援センター規則（商工農水課） 
那覇市規則第47号  

平成26年９月30日  

                            公   布   済 

 

なは産業支援センター規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  
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那覇市協働によるまちづくり推進審議会規則（まちづくり協働推進

課） 
那覇市規則第48号  

平成26年９月30日  

                            公   布   済 

 

那覇市協働によるまちづくり推進審議会規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  
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なは女性センター規則（平和交流・男女参画課） 
那覇市規則第49号  

平成26年９月30日  

                            公   布   済 

 

なは女性センター規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  
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那覇市いじめ問題調査委員会規則（子育て応援課） 
那覇市規則第50号  

平成26年９月30日  

                            公   布   済 

 

那覇市いじめ問題調査委員会規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  
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告    示 
 

平成 25 年度決算に基づく健全化判断比率の公表について（財政課） 
那覇市告示第 268 号  

平成 26 年９月 30 日  

掲 示 済  

 

 

平成 25年度決算に基づく健全化判断比率の公表について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成 25 年

度決算に基づく健全化判断比率を次のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

平成 25年度決算に基づく健全化判断比率                         （単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

健全化判断比率 － － 13.9  109.9  

(注) 実質赤字比率、連結実質赤字比率の欄において「－」と表記されている場合、

実質赤字額、連結実質赤字額がないことを表している。 

 

 

(参考)                             （単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

早期健全化基準 11.25  16.25  25.0  350.0  

財政再生基準 20.00  30.00  35.0   

(注) 早期健全化基準：４指標のうち１つでも、健全化判断比率がこの基準以上とな

った場合は、「財政健全化計画」を策定し、自主的かつ計画的

に財政の健全化に取り組むことになる。 

(注) 財政再生基準：将来負担比率を除く３指標のうち１つでも、健全化判断比率

がこの基準以上となった場合は、「財政再生計画」を策定し、

国等の監督の下、確実な財政再建に取り組むことになる。 
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平成 26 年度那覇市一般会計補正予算(第３号)（財政課） 
那覇市告示第 285 号  

平成 26 年 10 月 15 日  

 

 

平成26年(2014年)９月那覇市議会定例会で議決された平成 26年度那覇市一般会

計補正予算(第３号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長職務代理者  

那覇市副市長 久 高 將 光  

 

 

平成 26年度那覇市一般会計補正予算(第３号) 

 

平成 26年度那覇市の一般会計の補正予算(第３号)は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,129,187千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 142,869,555千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 213条第１項の規定により、翌年

度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

10 地方交付 

 税 
 13,508,399 549,604 14,058,003 

1 地方交付税 13,508,399 549,604 14,058,003 

14 国庫支出

金 
 35,186,800 138,421 35,325,221 

1 国庫負担金 27,786,294 △464 27,785,830 

2 国庫補助金 7,296,114 138,885 7,434,999 

15 県支出金  16,616,492 391,286 17,007,778 

2 県補助金 11,583,636 391,172 11,974,808 
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 3 委託金 529,536 114 529,650 

16 財産収入  1,318,199 88,516 1,406,715 

2 財産売払収入 955,367 88,516 1,043,883 

18 繰入金  4,918,036 △855,947 4,062,089 

1 特別会計繰入金 2,767 98,325 101,092 

2 基金繰入金 4,915,269 △954,272 3,960,997 

19 繰越金  506,374 1,526,679 2,033,053 

1 繰越金 506,374 1,526,679 2,033,053 

20 諸収入 
 1,748,726 74,907 1,823,633 

4 受託事業収入 241,017 61,631 302,648 

5 雑入 1,007,816 13,276 1,021,092 

21 市債  14,850,098 215,721 15,065,819 

1 市債 14,850,098 215,721 15,065,819 

歳  入  合  計 140,740,368 2,129,187 142,869,555 

 

歳 出                            （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1 議会費  837,732 8,586 846,318 

1 議会費 837,732 8,586 846,318 

2 総務費  8,417,397 1,452,139 9,869,536 

1 総務管理費 6,233,090 1,483,493 7,716,583 

2 徴税費 1,050,494 △14,826 1,035,668 

3 戸籍住民基本

台帳費 

812,431 △14,478 797,953 

4 選挙費 146,832 856 147,688 

5 統計調査費 73,036 △1,952 71,084 

6 監査委員費 101,514 △954 100,560 

3 民生費  65,448,882 323,099 65,771,981 

1 社会福祉費 23,346,906 7,899 23,354,805 

2 児童福祉費 20,270,072 331,000 20,601,072 

3 生活保護費 21,831,903 △15,800 21,816,103 

4 衛生費  9,370,764 178,987 9,549,751 

 1 保健衛生費 5,385,857 171,499 5,557,356 
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2 清掃費 3,984,907 7,488 3,992,395 

5 労働費  149,737 11,688 161,425 

１労働諸費 149,737 11,688 161,425 

6 農林水産

業費 

 160,748 △6,056 154,692 

1 農業費 87,223 △498 86,725 

3 水産業費 72,973 △5,558 67,415 

7 商工費  1,580,012 1,534 1,581,546 

1 商工費 1,580,012 1,534 1,581,546 

8 土木費      19,693,317 △56,841 19,636,476 

1 土木管理費 439,927 △5,258 434,669 

2 道路橋りょう

費 

1,725,253 1,846 1,727,099 

3 港湾費 899,758 55,206 954,964 

4 都市計画費 9,393,068 △18,019 9,375,049 

5 住宅費 7,235,311 △90,616 7,144,695 

9 消防費  4,650,131 22,917 4,673,048 

1 消防費 4,650,131 22,917 4,673,048 

10 教育費 

 

 

 

 

 

 

 16,063,537 193,134 16,256,671 

1 教育総務費 1,612,259 △21,818 1,590,441 

2 小学校費 6,257,493 10,695 6,268,188 

3 中学校費 2,632,713 △6,400 2,626,313 

4 幼稚園費 1,843,988 △1,342 1,842,646 

5 社会教育費 1,750,902 197,250 1,948,152 

6 保健体育費 1,966,182 14,749 1,980,931 

12 公債費  14,298,106 0 14,298,106 

1 公債費 14,298,106 0 14,298,106 

歳  出  合  計 140,740,368 2,129,187 142,869,555 

 

第２表 繰越明許費                       （単位：千円） 

款 項 事  業  名 金  額 

8 土木費   926,000 



      那 覇 市 公 報    第１６３０号   2014（平成26）年10月15日 

 1280 

 4 都市計画費  926,000 

沖縄都市モノレール延長事業 926,000 

合   計  926,000 

 

第３表 債務負担行為補正 

 追 加                           （単位：千円） 

事    項 期  間 限度額 

地域人づくり事業（那覇市ＩＴ産業定着支援

事業）（商工農水課） 
平成 27年度 16,521 

石嶺公民館・図書館冷房機器取替事業（平成

25年度設置）（中央公民館） 

平成 27 年度から平

成 32年度まで 
858 

 

第４表 地方債補正 

 変 更                                                (単位：千円) 

起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限度額 
起債の 

方法 
利 率 償還の方法 限度額 

起

債

の

方

法 

利 

 

 

 

率 

償

還

の

方

法 

 

4 道路整備事

業 

 

5 都市計画事

業 

 

7 市営住宅建 

 設事業 

 

8 港湾事業 

 

10 教育施設整 

  備事業 

 

11 臨時財政対

策債 

 

216,200 

 

 

672,900 

 

 

1,296,500 

 

 

40,900 

 

2,962,500 

 

 

6,075,508 

 

証書借入

又は証券

発行 

 

年 5％以

内 ( た だ

し、利率見

直し方式

で借り入

れる資金

について、

利率の見

直しを行

った後に

おいては、

当該見直

し後の利

率) 

 

償還期間

は、据置期

間を含め30

年以内とす

る。 

償還方法

は、元利均

等、元金均

等 等 に よ

る。 

ただし、

財政の都合

により、据

置期間中で

あっても繰

上償還し、

償還年限を

変更し、又

は借り換え

ることがで

きる。 

 

215,100 

 

 

671,300 

 

 

1,265,800 

 

 

47,600 

 

2,987,700 

 

 

6,292,729 

 

補正前に 

同じ 
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平成 26 年度那覇市一般会計補正予算(第４号)（財政課） 
那覇市告示第 286 号  

平成 26 年 10 月 15 日  

 

 

平成26年(2014年)９月那覇市議会定例会で議決された平成 26年度那覇市一般会

計補正予算(第４号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長職務代理者  

那覇市副市長 久 高 將 光  

 

 

平成 26年度那覇市一般会計補正予算(第４号) 

 

 

平成 26年度那覇市の一般会計の補正予算(第４号)は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 88,777千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 142,958,332千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

19 繰越金 

 
 2,033,053 88,777 2,121,830 

1 繰越金 2,033,053 88,777 2,121,830 

歳  入  合  計 142,869,555 88,777 142,958,332 

 

歳 出                            （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

2 総務費 

 
 9,869,536 88,777 9,958,313 

1 総務管理費 7,716,583 12,478 7,729,061 

4 選挙費 147,688 76,299 223,987 

歳  出  合  計 142,869,555 88,777 142,958,332 
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平成 26 年度那覇市水道事業会計補正予算（第１号）（上下水道局企

画経営課） 
那覇市告示第 287 号  

平成 26 年 10 月 15 日  

 

 

 平成 26年（2014年）９月那覇市議会定例会で議決された平成 26年度那覇市水道

事業会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長職務代理者  

那覇市副市長 久 高 將 光  

 

 

平成 26年度那覇市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 平成 26年度那覇市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 平成 26年度那覇市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） (既決予定額） (補正予定額） （ 計 ） 

支   出 

第１款 水道事業費用 7,838,452千円 △166,571千円 7,671,881千円 

 第１項  営業費用 7,194,474千円 △45,526千円 7,148,948千円 

 第２項 営業外費用 225,573千円 129千円   225,702千円 

 第３項  特別損失 398,405千円 △121,174千円   277,231千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「951,975千円」を「951,755千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額「35,671千円」を「36,183千円」に、過年度分損益勘定留保資金「664,745

千円」を「664,013千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） (既決予定額） (補正予定額） （ 計 ） 

支   出 

第１款 資本的支出 1,203,370千円 △220千円 1,203,150千円 

 第１項  建設改良費 846,810千円 △220千円 846,590千円 

 

（債務負担行為） 

第４条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度

額を次のとおり補正する。 
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１ 廃止 

事   項 期   間 限  度  額 

豊見城配水池修繕工事 平成27年度から平成28年度まで 162,000千円 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目） (既決予定額） (補正予定額) （ 計 ） 

（１）職員給与費 1,438,619千円 △168,588千円 1,270,031千円 

 

 

 

平成 26 年度那覇市下水道事業会計補正予算（第１号）（上下水道局

企画経営課） 
那覇市告示第 288 号  

平成 26 年 10 月 15 日  

 

 平成 26年（2014年）９月那覇市議会定例会で議決された平成 26年度那覇市下水

道事業会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長職務代理者  

那覇市副市長 久 高 將 光  

 

 

平成 26年度那覇市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 

（総則） 

第１条 平成 26年度那覇市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 平成 26 年度那覇市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条

に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） (既決予定額) (補正予定額) （ 計 ） 

収   入 

第１款 下水道事業収益 5,582,337千円 31,800千円 5,614,137千円 

 第２項  営業外収益 1,161,057千円 31,800千円 1,192,857千円 

支   出 

第１款 下水道事業費用 5,116,119千円 △124千円 5,115,995千円 

 第１項  営業費用 4,534,828千円 △5,997千円 4,528,831千円 

 第２項  営業外費用 446,047千円 2,381千円 448,428千円 

 第３項  特別損失 115,244千円 3,492千円 118,736千円 
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（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「976,140 千円」を「957,964 千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額「24,364千円」を「24,320千円」に、過年度分損益勘定留保資金「812,171

千円」を「867,166千円」に、当年度分損益勘定留保資金「139,605千円」を「66,478

千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目） (既決予定額）  (補正予定額） （ 計 ） 

支   出 

第１款 資本的支出 2,588,356千円 △18,176千円 2,570,180千円 

 第１項  建設改良費 1,435,512千円 △18,176千円 1,417,336千円 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目） (既決予定額） (補正予定額) （ 計 ） 

（１）職員給与費 493,904千円 △20,681千円 473,223千円 
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身体障害者手帳交付に係る医師の指定について（障がい福祉課） 
那覇市告示第 289 号  

平成 26 年 10 月 15 日  

 

 

身体障害者手帳交付に係る医師の指定について 

 

 

身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第２項の規定に基づき平成

26年９月 16日付け次のように指定した。 

 

 

那覇市長職務代理者  

那覇市副市長 久 高 將 光  

 

 

 医師氏名 診療科目 医療機関名 

1 平良 直人 神経内科 クリニックおもろまち 

2 上間 貴仁 内科 那覇市立病院 

3 大山 泰司 眼科 大浜第一病院 

4 小浜 博太 整形外科 大浜第一病院 

5 宮城 茂 内科 琉生病院 

6 大橋 和広 眼科 那覇市立病院 

7 金城 典人 脳神経外科 那覇市立病院 
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公    告 
 

住民票の職権消除の公示について（ハイサイ市民課） 
那覇市公告第 248 号  

平成 26 年 10 月２日  

掲 示 済  

 

 

住民票の職権消除の公示について 

 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 12条第４項の規定により公示す

る。 

なお、住民票を消除された者の名簿は、この告示の日から一ヶ月間は那覇市市民

文化部ハイサイ市民課において縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

上下水道局告示 
 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 
那覇市上下水道局告示第 23 号  

平 成 2 6 年 ９ 月 1 8 日  

掲 示 済   

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10条第１号の規定に基づき、別 

紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長 翁 長  聡   
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     那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿追加  

     

登録 
事  業  者 事 業 所 の 所 在 地 代 表 者 指定年月日 

番号 

428 株式会社 N．I．C 
広島県広島市中区舟入幸町

６-11 １F 
中村 信幸 

平成 26年 

9月17日 

     

 

 

教育委員会規則 
 

那覇市いじめ問題専門委員会規則 
那覇市教育委員会規則第 13 号  

平 成 2 6 年 ９ 月 3 0 日  

公 布 済  

 

 

 那覇市いじめ問題専門委員会規則をここに公布する。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会 

委員長  添 石 幸 伸  
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選挙管理委員会告示 
那覇市長選挙を行うべき事由が生じたことについて 

那覇市選挙管理委員会告示第 24 号  

平 成 2 6 年 1 0 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

次のとおり、公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 111 条第１項第４号の規

定による通知を受けたので市長選挙を行うべき事由が生じた。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

 選挙を行なうべき事由 

  平成 26年９月 29日 那覇市長翁長雄志の辞職による。 
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選挙人名簿の縦覧場所について 
那覇市選挙管理委員会告示第 25 号  

平 成 2 6 年 1 0 月 1 5 日   

 

 

選挙人名簿の縦覧場所について 

 

 

 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 23条第２項の規定（永久選挙人名簿）

により、平成 26年 10月 30日（木）に縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名、

住所及び生年月日を記載した書面の縦覧場所は、次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

縦覧の場所  

那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎 12階 

   那覇市選挙管理委員会事務局 

 

 

 

 

沖縄海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧場所について 
那覇市選挙管理委員会告示第 26 号  

平 成 2 6 年 1 0 月 1 5 日   

 

 

沖縄海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧場所について 
 

 

漁業法（昭和 24年法律第 267号）第 94条において準用する公職選挙法（昭和 25

年法律第 100 号）第 23 条第２項の規定により、平成 26 年 10 月 20 日から平成 26

年 11月３日までに縦覧に供する選挙人名簿の縦覧場所は、次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

  縦覧の場所    

那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎 12階 

   那覇市選挙管理委員会事務局 
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監査委員公表 
 

平成 26 年度前期定期監査の結果に対する措置について（公表） 
那監公表 第７ 号  

平成 26 年 10 月 15 日  

 

 

那覇市監査委員   新 城 和 範  

同     宮 里 善 博  

同     翁 長 俊 英  

同     亀 島 賢 二 郎   

 

 

平成 26年度前期定期監査の結果に対する措置について（公表） 

 

 

平成 26年度前期定期監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講

じた措置について、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 12項の規定

により、那覇市長から通知があったので、別添のとおり公表します。 
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